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令和５年度 事業報告 

１．事業概況 

当法人は、北陸信越地域における貸切バス事業の適正化を推進することを目的に、

平成２９年６月２９日に道路運送法の規定に基づき国土交通省北陸信越運輸局長よ

り旅客自動車運送適正化事業実施機関として指定を受け、同年８月１日から事業を

開始しました。中心的事業として貸切バス事業者の営業所への巡回指導を実施して

おり、その頻度については、国土交通省の要請により、令和３年度以降、国が監査

を実施した又は実施する予定の営業所を除く全ての営業所に対し、毎年度１回の巡

回指導を実施しています。 

令和５年度におきましては、当初、国土交通省から「令和５年度の巡回指導等の

運用方針」通達の発出が遅れていたため、令和４年度の運用方針に準じて、全ての

営業所を対象とし、個々の営業所を訪問して指導を行う方式（訪問方式）を基本に、

複数の営業所を有する貸切バス事業者の一部について本社営業所等において一括し

て指導する方式（集合方式）で実施するとともに、巡回指導項目を２４項目に重点

化して行いました。 

その後、「令和５年度の巡回指導等の運用方針」通達（令和５年７月３日付け）の

発出を受け、８月実施分から「優良営業所」※１を対象から除外しました。更に、１

１月実施分から、巡回指導項目を本来の４５項目に戻すとともに、巡回指導の結果

「特定の営業所」※２となった場合は改善報告から３ケ月後以降に再度巡回指導を実

施することとしました。 

なお、非対面方式（関係書類を郵送等により入手し、電話等により指導を行う方

式）での巡回指導については、その負担と効果を勘案し、実施を見送りました。 

 

※１「優良営業所」とは、安全性評価☆３つの認定を受けている事業者で、令和３年度及び令和４年度の巡回

指導のいずれでも「否」の判定が１つもなかった営業所（該当したのは６２営業所） 

※２「特定の営業所」とは、巡回指導で「否」の判定が１割以上又は運賃関係が「否」の判定の営業所 

 

  貸切バス事業者数等の増減については次表のとおりとなっています。 

 

 

事業者数 営業所数 車両台数

232 307 2,731

新　規 1

休止・廃止 6 10

226 298 2,633

令和５年２月１日現在

令和６年２月１日現在

増
減

△98
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２．巡回指導の実施状況について 

（１）巡回指導の実施状況 

令和５年４月から令和６年３月末までの間に、訪問方式で１６９営業所、集合

方式で１３回・３６営業所の合計２０５営業所へ巡回指導を実施し、「優良営業所」

を除き『毎年度１回の巡回指導の実施』を達成しました。実施方式別の月別・県別

実施状況は別表１のとおりです。 

 

（２）巡回指導の実施結果 

巡回指導の結果、１０９営業所(53.2%)において法令違反が確認されたため、改

善要請を行い改善結果報告書の提出を求めました。改善要請の内容は下記及び別

表２のとおりです。 

なお、１営業所が期限までに改善結果報告書を提出しなかったため、北陸信越

運輸局に報告しました。 

また、巡回指導の結果、６営業所が「特定の営業所」（再度の巡回指導を要する

もの）となったため、順次、再度の巡回指導を実施しています。 

この他、運行管理者を全く選任していないなどの悪質な法令違反を確認した場

合には、直ちに北陸信越運輸局に報告することとなっており、運転者に対する指

導監督を全く実施していなかった１営業所について報告を行いました。  
 

【指導項目区分別改善要請件数】（計２６４件） 

 

 

【主な改善要請の内容】 

   ◆運行管理等 

    ・初任運転者に対する特別な指導の記録等の不備 

    ・運転者に対する一般的な指導監督の一部未実施、教育記録の不備 

    ・過労運転防止にかかる基準違反（連続運転時間・交替運転者の配置基準） 

・点呼の未実施、点呼の記録の不備 

 

事業計画等

帳票類の整備･報告等

運行管理等

運送引受書及び営業区域･運賃

車両管理等

労働基準法等

保険加入及び任意保険加入等

苦情処理

運輸安全マネジメント等

その他 13

18

0

5

19

18

14

170

5

2
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◆労働基準法等 

    ・所定の健康診断の未実施 

◆運輸安全マネジメント等 

    ・安全情報の国への報告の未実施 

    ・安全情報の公表の未実施、内容の不備 

◆車両管理等 

    ・定期点検整備の未実施 

    ・整備管理者研修の未受講 

◆運送引受書及び営業区域・運賃 

    ・運賃の収受違反 

    ・運送引受書の記載不備 

 

３．利用者からの苦情処理等について 

貸切バスに係る利用者からの苦情はありませんでした。 

 

４．負担金の徴収業務等について 

負担金徴収につきましては、コロナ禍の影響を考慮し、令和４年度に引き続き、分

割納付や納付期限の延長を認める等の負担軽減措置を講じました。 

負担金納入状況につきましては、最終的に全事業者から納付がありました。 

また、年度途中に事業を休・廃止した５者について合計 289,520円の負担金精算（請

求時精算又は納入後の還付）を行い負担金調整費として計上しました。 

 負担金の請求等の経過は次のとおりです。 

① 令和５年 ４月２１日 負担金請求書発送（２２９者・納付期限５月２２日） 

納入２２８者（前期分のみ納入者含む） 

② 令和５年１０月 ２日 後期分請求書を発送（１５者・納付期限１１月２日） 

③ 令和６年 １月１６日 未納者（１者）に対して１回目の督促通知 

④ 令和６年 ２月 １日 未納者（１者）に対して２回目の督促通知 

⑤ 令和６年 ２月 ８日 入金あり 

 

５．組織、巡回指導体制について 

（１）理事会 

代表理事（会長） 佐々木桐子   理事（副会長） 宮岸武司 

理事（副会長）  中島一夫    理事（副会長） 小林和男 

専務理事     神田 斉    監事      堀川泰豊 

 

（２）適正化事業諮問委員会 

委員長 永井雅人         委員 松井康浩 

委員  渡邉洋平         委員 渡辺あや子 
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（３）巡回指導体制 

 ・首席指導員１名 

・指導員２名（内１名は専務理事が兼務） 

・事務担当１名 

 ・外部指導員１０名（個人契約による者５名、富山県以外の各県バス協会及び石川

県自動車会議所との契約による者５名） 

 

６．会議等の状況 

5.3.17    令和５年度一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支

予算及び資金計画について北陸信越運輸局長の認可 

5.3.17    令和５年度一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る負担金の額及び

徴収方法について北陸信越運輸局長の認可 

5.6.16    令和５年度第１回理事会（新潟県トラック会館） 

  第１号議案  令和４年度事業報告について 

  第２号議案  令和４年度収支決算報告について 

  第３号議案  役員の改選について 

  第４号議案  適正化事業諮問委員の改選について 

5.6.16    第７回定時社員総会（新潟県トラック会館） 

            第１号議案  令和４年度事業報告について 

            第２号議案  令和４年度収支決算報告について 

第３号議案  令和５年度適正化事業計画について  

第４号議案  令和５年度収支予算書及び資金計画について 

第５号議案  役員の改選について 

5.6.16    令和５年度第２回（臨時）理事会（新潟県トラック会館） 

  第１号議案  役員の役職について 

5.8.1    令和５年度第３回理事会（書面審議） 

第１号議案  適正化事業諮問委員の辞任に伴う後任の委員の選任について 

5.8.25    適正化事業諮問委員の辞任に伴う後任の委員の任命について北陸 

信越運輸局長の認可 

5.8.17    北陸信越運輸局自動車交通部旅客課・安全監理室との連絡会議 

5.8.31    令和５年度巡回指導員研修会（石川運輸支局） 

5.11.30    令和５年度全国貸切バス適正化機関意見交換会（オンライン会議） 

6.1.26    令和５年度第４回理事会（書面審議） 

第１号議案  適正化事業諮問委員の辞任に伴う後任の委員の選任について 

6.2.6     適正化事業諮問委員の辞任に伴う後任の委員の任命について北陸 

信越運輸局長の認可 
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6.2.29    令和５年度第５回理事会（新潟県トラック会館） 

            第１号議案  令和５年度事業報告（中間報告）について 

            第２号議案  令和５年度収支見込報告について 

第３号議案  令和６年度事業計画について  

第４号議案  令和６年度収支予算及び資金計画について 

第５号議案  令和６年度貸切バス事業者負担金額及び徴収方法について 

6.3.6     令和５年度第１回適正化事業諮問委員会（新潟県トラック会館） 

            第１号議案  令和５年度事業報告（中間報告）について 

            第２号議案  令和５年度収支見込報告について 

第３号議案  令和６年度事業計画について  

第４号議案  令和６年度収支予算及び資金計画について 

第５号議案  令和６年度貸切バス事業者負担金額及び徴収方法について 
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別表 1 
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別表２ 

①
主
た
る
事
務
所
及
び
営
業
所
の
名
称
及
び
位
置
に
変
更
は
な
い
か
。

0

②
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
数
に
変
更
は
な
い
か
。

1

③
自
動
車
車
庫
の
位
置
及
び
収
容
能
力
に
変
更
は
な
い
か
。

1

④
乗
務
員
等
の
休
憩
、
仮
眠
又
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睡
眠
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た
め
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設
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位
置
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収
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能
力
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適
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。
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又
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。
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①
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③
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。

0

③
所
定
の
健
康
診
断
を
実
施
し
、
そ
の
記
録
及
び
保
存
は
適
正
か
。

1
9

7
 任

意
保

険
加

入
等

①
賠
償
責
任
保
険
等
に
加
入
し
て
い
る
か
。

5
5

8
 苦

情
処

理
①
旅
客
に
対
す
る
取
扱
い
、
そ
の
他
運
輸
に
関
し
て
の
苦
情
を
申
し
出
た
者
に
対
し
て
、
遅
滞
な
く
弁
明
し
て
い
る
か
。

0
0

①
安
全
管
理
規
程
を
作
成
し
、
届
出
が
さ
れ
て
い
る
か
。

1

②
安
全
統
括
管
理
者
を
選
任
し
、
届
出
が
さ
れ
て
い
る
か
。

1

③
輸
送
の
安
全
に
関
わ
る
情
報
を
公
表
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
公
表
す
べ
き
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
事
項
等
を
国
へ
報
告
し
て
い
る
か
。

1
6

①
営
業
所
に
運
送
約
款
及
び
運
賃
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
か
。

5

②
事
業
者
名
等
が
車
体
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か
。

4

③
車
内
に
事
業
者
名
等
が
表
示
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
応
急
用
器
具
等
の
備
付
等
は
適
正
か
。

4

9
 運

輸
安

全
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
等

1
0

 そ
の

他

1
 事

業
計

画

2
 帳

票
類

の
整

備
・

報
告

等

3
 運

行
管

理
等

4
 運

送
引

受
書

及
び

営
業

区
域

・
運

賃

5
 車

両
管

理

6
 労

働
基

準
法

等

区
　

分
項
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1
7
02

指
摘

件
数

区
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【

令
和

５
年

度
　

巡
回

指
導

指
摘

事
項

集
計

表
】

1
3

2
6
4

1
9

1
8

1
4

1
85

0

1 1

0 0 0 0 0

4

0

1

0 0

5

7

0

2
0

17

0 0

1
3

7

1
1

65

2
2

3

5

0

9

0

1

5

0

12

0 0

1
9

5

0

1 1

1
6

5

4 4

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1

指
摘

件
数


